
R8.3.24 現在

商号又は名称 所在地 入札参加停止の理由

株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区 R8.1.27 ～ R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条違反（不当な取
引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

大日コンサルタント株式会社 岐阜県岐阜市 R8.1.27 ～ R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条違反（不当な取
引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

日本交通技術株式会社 東京都台東区 R8.1.27 ～ R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条違反（不当な取
引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

株式会社小川商店 埼玉県鴻巣市 R8.3.24 ～ R8.5.23
本市発注の配水管工事において、工事関係者が負傷する事故を発生させたにもかかわらず、
事故報告を適切に行わなかったため。

鴻巣市入札参加停止措置業者一覧表

入札参加停止期間


